
　

社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
の
議
論
が
、

通
常
国
会
の
目
玉
に
な
り
ま
し
た
。
消
費
税

の
引
上
げ
だ
け
が
話
題
に
な
っ
た
感
が
あ
り

ま
す
が
、
議
論
の
核
心
は
、「
超
高
齢
社
会

の
社
会
保
障
体
制
を
ど
う
作
り
上
げ
る
か
。」

で
す
。

　

一
体
改
革
大
綱
の
冒
頭
に
こ
ん
な
表
現
が

あ
り
ま
す
。「
日
本
の
社
会
保
障
の
財
政
は
、

以
前
は
、“
胴
上
げ
型
”
で
支
え
ら
れ
て
い
た

が
、
今
は
“
騎
馬
戦
型
”、
そ
し
て
今
後
は
“
肩

車
型
”
に
な
る
。」
と
い
う
の
で
す
。
少
子
、

高
齢
化
が
進
み
、
以
前
は
年
金
も
大
勢
の
現

役
組
の
保
険
料
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
が
、

現
在
は
、
現
役
組
三
人
～
四
人
で
一
人
の
高
齢

者
の
年
金
を
賄
っ
て
い
る
、
い
ず
れ
、
現
役

組
一
人
で
一
人
の
高
齢
者
を
支
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

日
本
人
の
平
均
寿
命
は
二
〇
一
〇
年
で
女

性
が
八
六
・
三
九
歳
、
男
性
が
七
九
・
六
四
歳

に
達
し
た
と
の
こ
と
で
す
。
医
療
技
術
の
進

歩
で
、
が
ん
な
ど
の
治
療
率
が
上
が
る
と
、

こ
れ
か
ら
も
平
均
寿
命
は
ま
だ
伸
び
続
け
、

二
〇
六
〇
年
に
は
女
性
は
九
〇
・
九
三
歳
、
男

性
は
八
四
・
一
九
歳
に
ま
で
伸
び
る
と
い
う
推

計
が
あ
る
そ
う
で
す
。
人
間
の
寿
命
は
、一
体
、

ど
こ
ま
で
伸
び
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。

　

寿
命
に
は
平
均
寿
命
と
最
大
寿
命
と
が

あ
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
ま
で
、
男
性
の
世

界
最
高
齢
記
録
保
持
者
は
、
日
本
人
の
泉

重
千
代
さ
ん
と
い
う
方
で
、
百
二
十
年
と

二
百
三
十
七
日
で
し
た
。
ま
た
女
性
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
人
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
カ
ル
マ
ン
と
い

う
人
が
百
二
十
二
年
と
百
六
十
四
日
生
き
ら

れ
た
そ
う
で
す
。
人
の
寿
命
に
関
す
る
調
査

で
は
、
お
お
よ
そ
百
二
十
歳
が
人
の
最
大
寿

命
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
実
は
最
新
の
生
命
科
学
の
研

究
か
ら
も
、
人
の
最
大
寿
命
は
、
百
二
十
歳

と
い
う
の
が
、
ほ
ぼ
結
論
だ
そ
う
で
す
。
東

大
薬
学
部
出
身
の
薬
学
者
、
杉
本
正
信
と
い

う
先
生
の
著
書
「
ヒ
ト
は
一
二
〇
歳
ま
で
生

き
ら
れ
る
。」
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
中
に
「“
テ
ロ
メ
ア
”
の
短
縮
や
“
ミ
ト
コ

ン
ド
リ
ア
”
の
各
種
酵
素
活
性
の
減
衰
と
い
っ

た
分
子
生
物
学
的
デ
ー
タ
か
ら
、
ヒ
ト
は
、

誰
で
も
百
二
十
歳
ま
で
生
き
ら
れ
る
潜
在
能

力
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。」

と
、
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
難
し
い
学
術
用

語
が
並
ん
で
い
ま
す
が
、
要
は
、
次
の
よ
う

な
こ
と
の
よ
う
で
す
。

　

人
の
体
は
六
十
兆
ぐ
ら
い
の
体
細
胞
で
出

来
上
が
っ
て
い
る
が
、
そ
の
細
胞
の
一
つ
一

つ
に
両
親
か
ら
受
け
継
い
だ
四
十
六
本
の
染

色
体
が
あ
る
。
個
々
の
染
色
体
に
は
Ｄ
Ｎ
Ａ

が
お
さ
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
末
端
に
は
染
色

体
を
保
護
し
て
い
る
“
テ
ロ
メ
ア
”
と
い
う

構
造
部
分
が
あ
る
。
こ
の
“
テ
ロ
メ
ア
”
の

長
さ
は
、
細
胞
分
裂
を
繰
り
返
し
て
い
く
過

程
で
少
し
ず
つ
短
縮
し
て
い
き
、
お
よ
そ

百
二
十
年
で
限
界
に
達
し
細
胞
分
裂
を
停
止
、

役
割
を
終
え
る
。
こ
の
テ
ロ
メ
ア
の
長
さ
を

百
七
歳
の
高
齢
者
ま
で
調
べ
た
デ
ー
タ
が
あ

り
、
こ
の
デ
ー
タ
か
ら
、
テ
ロ
メ
ア
が
限
界

に
達
す
る
の
は
百
二
十
年
と
な
る
。

　

次
に
、
人
の
体
細
胞
の
中
に
は
、“
ミ
ト
コ

ン
ド
リ
ア
”
と
い
う
細
胞
小
器
官
が
細
胞
一

個
当
た
り
百
～
二
千
個
あ
る
。
こ
の
ミ
ト
コ

ン
ド
リ
ア
は
、「
細
胞
内
の
発
電
所
」
と
た
と

え
ら
れ
、
人
の
体
の
各
所
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

蓄
積
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
蓄
積
に
関
連
す
る
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
の
酵

素
の
活
性
は
年
を
取
る
に
し
た
が
っ
て
低
下

し
て
ゆ
き
、
百
十
年
な
い
し
百
二
十
年
で
ゼ

ロ
に
な
る
。
と
ま
あ
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は

さ
て
お
き
“
人
は
百
二
十
歳
を
生
き
る
潜
在

能
力
を
持
っ
て
い
る
”、
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

人
間
、
悲
し
い
も
の
で
、
不
健
康
な
、
不

摂
生
な
生
活
を
し
て
、
こ
れ
ら
の
能
力
を
知

ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
ツ
ブ
し
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
杉
本
先

生
も
著
書
の
ま
と
め
で
、
何
も
心
が
け
な
い

で
百
二
十
歳
ま
で
生
き
ら
れ
る
わ
け
じ
ゃ
な

い
と
、
食
生
活
そ
の
他
の
日
常
生
活
の
在
り

方
な
ど
寿
命
を
延
ば
す
た
め
の
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

聖
書
に
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
の
伝
説
が
出
て

く
る
「
創
世
記
」
と
い
う
書
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
中
に
、「
ア
ダ
ム
は
九
百
三
十
歳

ま
で
、
ノ
ア
の
方
舟
の
ノ
ア
の
父
レ
メ
ク
は

七
百
七
十
歳
、
ノ
ア
は
九
百
五
十
歳
ま
で
生

き
た
」
と
記
し
た
後
、
人
間
の
数
が
増
え
る

と
と
も
に
人
間
は
神
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
、

そ
こ
で
神
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。

　
「
私
の
霊
は
、
永
久
に
は
人
の
う
ち
に
留
ま

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
が
肉
に
す
ぎ

な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
で
人
の
齢
は
百
二
十
年

に
し
よ
う
。」（
創
世
記
第
六
章
第
三
節
）

　

皆
様
、
お
互
い
に
百
二
十
歳
ま
で
長
生
き

し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
を
支
え
る
年
金
制
度
。

政
治
家
が
責
任
を
も
っ
て
作
り
上
げ
ま
す
。
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　基
も と ゆ き

之
●生年月日　昭和 22 年 3 月 16 日
●選 挙 区　参議院比例区
●当選回数　2 回
●出 生 地　岡山県岡山市
●趣 　 味　音楽・読書
●個人ホームページ
　　　　　　http://www.mfujii.gr.jp/
●そ の 他　薬学博士・薬剤師
●私の政治信条

私の政策の柱は A（エイジフリー）B（バリアフ
リー）D（ドラッグフリー：薬物乱用のない社会）
社会創りです。
高齢者も、障害を持つ方も、国民誰もが安心し
て暮らし、元気で生活を送ることのできる長寿
社会を創るために何が必要か、を政治活動の根
底においています。
好きな言葉「昨日の夢は、今日の希望、そして
明日の現実」

●活動報告
参院議員厚生労働委員会理事として、食品安全
確保のための食品衛生法改正、健康増進法改正、
薬事法改正、薬剤師法改正、クリーニング業法
改正、国民年金法改正等に関与。

●経歴
昭和 37 年　岡山大学教育学部付属中学校卒業
昭和 40 年　岡山県立岡山操山高等学校卒業
昭和 44 年　東京大学薬学部薬学科卒業
昭和 44 年　厚生省入省
平成  9 年　厚生省退官
平成 9 年　財団法人 ヒューマンサイエンス
　　　　　　　　　　　　振興財団 専務理事
平成 12 年　日本薬剤師連盟 副会長
　　　　　　社団法人 日本薬剤師会 常務理事
平成 13 年　参議院議員（１期目）
平成 16 年　厚生労働大臣政務官
　　　　　　（平成16年9月〜平成17 年11月）
平成 19 年　日本薬剤師連盟 顧問
平成 22 年　参議院議員（２期目）
平成 23 年　参議院政府開発援助等に関する
　　　　　　特別委員会 委員長

●その他
慶應義塾大学薬学部　客員教授
昭和大学薬学部　　　客員教授
東邦大学薬学部　　　客員教授
新潟薬科大学　　　　客員教授
京都薬科大学　　　　客員教授
近畿大学薬学部　　　客員教授
千葉大学薬学部　　　非常勤講師
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